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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、書面交

付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主

の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律

でお送りいたします。

第21回定時株主総会その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

業務の適正を確保するための体制

及び当該体制の運用状況の概要

連結株主資本等変動計算書

連 結 注 記 表

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表
第21期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

ジェイ・エスコムホールディングス株式会社



2026/05/26 13:45:10 / 25299251_ジェイ・エスコムホールディングス株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりです。

（1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

① 当社は、株主の皆様や取引先に対する企業価値向上を経営上の基本方

針とし、その実現のため、内部統制システムに伴いコンプライアンス規

程を制定・施行し、取締役並びに従業員が法令・定款等を順守すること

の徹底を図るとともに、リスク管理規程を制定し、リスク管理体制の強

化にも取り組む等、法令順守に努める。

　また、取締役会において､定期的なリスク評価会議を開催し､当社グル

ープのリスク項目の識別及び評価､並びにリスク対応策の決定を行う。

② 業務管理統括本部内にコンプライアンス事務局を設置し、内部統制シ

ステムの構築・維持・向上を推進するとともに、コンプライアンス体制

の整備、強化を図るものとする。

③ 反社会的勢力との関係を排除するとともに、行政等とも連携を取りな

がら当社グループ組織全体として毅然とした態度で対処する。

（2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

　取締役の意思決定又は取締役に対する報告等、取締役の職務の執行に

係る情報については、情報管理規程のほか、文書の作成、保存及び廃棄

に関する文書管理規程に基づき、適切な保存・管理を行う。

（3) 損失の危険に関する規程その他の体制

　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティに係るリス

クについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、

研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リ

スク状況の監視及び全社的な対応は業務管理統括本部が行うものとす

る。但し、新たに生じたリスクについては、取締役会において、速やか

に対応責任者となるべく取締役を定める。

（4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会については、取締役会規程に基づきその適切な運営を確保す

るため、月１回の定例開催を原則とし、その他必要に応じ随時開催する

等、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督する体

制を引き続き維持強化する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

② 当社の経営戦略等の重要事項の意思決定のプロセスは、十分な議論を

重ね、その審議を経て執行決定を行うものとする。

③ 取締役会は、取締役、職員が共有する全社的な目標を定め、業務担当

取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分

配、意見決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定

め、ＩＴを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を

促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築

する。

（5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

① 当社が定めるコンプライアンス規程は、当社グループ共通の行動指針

であり、これを基本としてグループ各社で諸規程を定めるものとする。

② 当社グループの経営管理については、セグメント別の事業に関して責

任を負う取締役を任命し、法令順守体制、リスク管理体制を構築する権

限と責任を与えており、業務管理統括本部はこれらを横断的に推進し管

理する。

（6) 監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における

当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事

項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査役を補助すべき使用人については、必要に応じ内部監査室がこれ

を補う体制とし、そのために必要な人員を配置する。

② 監査役を補助する使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒等

に関しては、監査役会の同意を得た上で決定するものとする。

（7) 監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを

理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び

子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況などの内容を速

やかに報告する。また監査役は必要に応じて取締役又は使用人に対して

業務の執行に関する報告を求めることができる。

② 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な

取扱いを受けないことを確保する体制とする。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

（8) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

　監査役はその職務の執行について必要と認められる費用を予め当社に提

示するものとし、当社は当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ

た場合を除き、当該費用を負担する。

（9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役監査規程及び監査役会規程を定め、監査役の監査が適正かつ円

滑に行われるための環境を整備するよう努める。

② 取締役との意思疎通を図る体制を整備するとともに、会計監査人及び

内部監査室とも連携し、相互に補完あるいは牽制する関係を構築するも

のとする。

・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

（1) 職務執行の適正について

　取締役会は、社外取締役２名を含む取締役５名で構成し、社外監査役２

名を含む監査役３名も出席しております。取締役会は毎月定例の開催のほ

かに必要に応じて随時開催し、経営の基本方針や法令で定められた事項、

その他経営に関する事項を決定しております。

（2) コンプライアンスに対する取組みの状況について

　業務管理統括本部内に設置したコンプライアンス事務局において、コン

プライアンス規程に従い取締役及び従業員が法令･定款等を順守すること

の徹底を図るために、コンプライアンスに関する教育を実施しておりま

す。

（3) リスク管理体制について

　取締役会において定期的なリスク評価会議を開催し、当社グループのリ

スク項目の識別及び評価並びにリスク対応策の決定を行い、当該決定及び

リスク管理規程に基づき従業員に対してリスク対応に関する周知、徹底を

図っております。

（4) 当社グループにおける業務の適正について

　当社子会社の経営管理につきましてはグループ共通規程を定めるととも

に、セグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、業務管理統

括本部において横断的に管理しております。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

（5) 監査役監査について

　監査役会は、常勤監査役１名と社外監査役２名で構成しており、常勤監

査役が中心となり定例監査役会を四半期毎に開催するほか内部監査室及び

会計監査人との連携を緊密にし、取締役の職務の執行を充分に監視及び監

査する体制となっております。また、内部監査室と協力し、稟議書等を閲

覧することにより、監査の実効性の向上を図っております。

＜ご参考＞

（1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、グループの経営理念である「すべてのステークホルダーの皆様

に高い満足度を提供する」ことを目標として、グループ全体の持続的な成

長と企業価値の向上を目指しております。その実現のために、コーポレー

ト・ガバナンスを経営上の重要な課題に位置付けており、監督機能の強化

と意思決定の迅速化を図ることによりコーポレート・ガバナンスの強化に

努めてまいります。

（2) コーポレート・ガバナンスに係る基本方針

① 当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとと

もに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備に努め

ます。

② 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、様々な

ステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分

に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。

③ 当社は、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示

以外の情報提供にも主体的に取り組みます。

④ 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独

立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを

はじめとする役割・責務を適切に果たします。

⑤ 当社は、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話に

努めます。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2025年４月１日から ）2026年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2025年４月１日　期首残高 50,000 376,840 171,874 △92 598,622

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ）

△53,766 △53,766

持分法適用会社の減少に伴う
利 益 剰 余 金 減 少 高

△85 △85

非支配株主との取引に係る親
会 社 の 持 分 変 動

△57 △57

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － △57 △53,851 － △53,908

2026年３月31日　期末残高 50,000 376,783 118,023 △92 544,713

その他の包括利益累計額

新株予約権
非 支 配
株 主 持 分

純 資 産 合 計為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利 益 累 計 額
合 計

2025年４月１日　期首残高 16,901 16,901 1,007 114,821 731,352

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ）

△53,766

持分法適用会社の減少に伴う
利 益 剰 余 金 減 少 高

△85

非支配株主との取引に係る親
会 社 の 持 分 変 動

△57

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

△363 △363 2,814 2,451

連結会計年度中の変動額合計 △363 △363 － 2,814 △51,457

2026年３月31日　期末残高 16,537 16,537 1,007 117,636 679,894

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

連結注記表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 ９社

・連結子会社の名称 株式会社スープ

株式会社東京テレビランド

株式会社マフィンホールディングス

Mafin inc.

Smartcon inc.

株式会社ＪＥインベストメント

株式会社ＪＥマーケティング

ＪＥ・ＢＳＰ第１号投資事業有限責任組合

ＪＥインベストメント２号匿名組合

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社の状況

・持分法適用会社の数 ０社

　当連結会計年度において、Matched inc.は株式を売却し

たことに伴い、持分比率が低下したため持分法適用の範囲

から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度に関する事項

　連結子会社のうちMafin inc.、Smartcon inc.、及びＪＥ・ＢＳＰ第１号投資事業有限責

任組合の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算

書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行って

おります。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ その他有価証券（市場価格のない株式等）

主として移動平均法による原価法を採用しております。

ロ 棚卸資産

　移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）によっております。

② 重要な減価償却資産の減価償却方法

イ 有形固定資産

当社及び国内子会社は定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。海外子会社は

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物　５～15年

工具、器具及び備品　３～５年
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ロ 無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率又は合理的に算定した貸倒見積高により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金 従業員の賞与支払いに充てるため、当連結会計年度に負担すべ

き支給見込額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

　在外連結子会社については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に簡便法を適

用しております。

⑤ 収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま

す。

イ 通信販売事業

通信販売事業は、主にテレビ通販番組の提供を行っております。当該番組の提供につ

いては顧客に番組を提供した時点で収益を認識しております。番組の提供のうち当社

及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が制作す

る番組と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益とし

て認識しております。また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き

等を控除した金額で測定しております。

ロ デジタルマーケティング事業

デジタルマーケティング事業は、主にリワード広告及びデジタルギフトの提供を行っ

ております。リワード広告については広告の掲載が終了した時点で、デジタルギフト

については、デジタルギフトが使用された時点又はデジタルギフトの期限が満了した

時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。デジタルギフト等

の提供のうち、連結子会社は基本的に代理店の立場であることから、デジタルギフト

等と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認

識しております。

ハ 広告代理事業

広告代理事業は、マーケティングを通じたイベントの開催を行っております。イベン

ト開催が完了された時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しておりま

す。

－ 7 －
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連結注記表

（1)担保に供している資産及び担保に係る負債

①担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 201,733千円

②担保に係る負債

未払金 425,705千円

（2)有形固定資産の減価償却累計額 96,053千円

当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 11,567,990 － － 11,567,990

合計 11,567,990 － － 11,567,990

自己株式

普通株式 317 － － 317

合計 317 － － 317

２. 連結貸借対照表に関する注記

（注）減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。

３. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数並びに自己株式の数に関する事項

４. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な流動性の高い預金等に限定し、必要な資金

は金融機関等からの借入により資金を調達しております。売掛金に係る顧客の信用リスク

は、与信管理規程に沿って、リスク低減を図っております。

　長期貸付金は貸付先の信用リスクに晒されております。また海外で事業を行うにあたり生

じる外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されております。

　また、支払手形及び買掛金についてはそのほとんどが２ヶ月以内の支払期日です。

　短期借入金は、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。

　未払金、未払費用及び未払法人税等は、そのほぼ全てが２ヶ月以内に支払期日又は納付期

限が到来するものであります。

－ 8 －
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連結注記表

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

長期貸付金 38,290

　貸倒引当金（※） （38,290）

－ － －

資産計 － － －

１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

短期借入金 99,665 － － － － －

合計 99,665 － － － － －

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりです。

(単位：千円）

（※）長期貸付金は、対応する貸倒引当金を控除しております。

（注）1.「現金」については現金であること、及び「預金」「売掛金」「支払手形及び買掛

金」「短期借入金」「未払金」「未払費用」並びに「未払法人税等」については、短

期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し

ております。また、重要性が乏しいものについても注記を省略しております。

2.短期借入金の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に

より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　該当事項はありません。

－ 9 －
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連結注記表

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の

時価当連結会計年度
期首残高

当連結会計年度
増減額

当連結会計年度
末残高

4,378 － 4,378 4,382

報告セグメント

その他

（注）
合計通信販売

事業

デジタルマー

ケティング

事業

広告代理事業 計

一時点で移転される財 567,857 777,637 32,917 1,378,413 31,562 1,409,976

一定の期間にわたり移

転される財
2,222 － － 2,222 － 2,222

顧客との契約から生じ

る収益
570,080 777,637 32,917 1,380,636 31,562 1,412,199

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 570,080 777,637 32,917 1,380,636 31,562 1,412,199

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

　該当事項はありません。

５. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

一部の連結子会社では、埼玉県において遊休不動産を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円）

（注）当連結会計年度末の時価については、｢路線価｣に基づいて算定した金額です。

６. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、投資

事業及びその他の事業を含んでおります。

２．当連結会計年度におきまして、「その他」に含まれていた「広告代理事業」につい

て量的な重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更しており

ます。

－ 10 －
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連結注記表

当連結会計年度（期首） 当連結会計年度（期末）

前受金 25,748千円 2,402千円

(1) １株当たり純資産額 48円52銭

(2) １株当たり当期純損失（△） △4円65銭

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類作成のための基本となる重

要な事項に関する注記　（4）会計方針に関する事項　⑤収益及び費用の計上基準」に記載

のとおりです。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 顧客との契約から生じた契約負債の残高は以下のとおりであります。

　契約負債は、主として、顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、

収益の認識に伴い取り崩されます。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　前受金は、当初に予想される契約期間が１年間を超える重要な取引がないため、実務

上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客

との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

７. １株当たり情報に関する注記

８. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

－ 11 －
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株主資本等変動計算書

（ 2025年４月１日から ）2026年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資 本

準 備 金
資本剰余金
合　　　計

その他利
益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高

50,000 376,840 376,840 △156,162 △156,162 △101 270,575 270,575

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失 （ △ ） △1,708 △1,708 △1,708 △1,708

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － △1,708 △1,708 － △1,708 △1,708

2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高

50,000 376,840 376,840 △157,871 △157,871 △101 268,867 268,867

株主資本等変動計算書

－ 12 －
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個別注記表

当事業年度

関係会社株式 288,238

関係会社社債 71,062

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

②関係会社社債 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率法によっております。ただし、2016年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

工具、器具及び備品　　４～５年

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 売上債権等の貸倒れに備えるため、一般債権について

は貸倒実績率又は合理的に算定した貸倒見積高によ

り、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 従業員の賞与支払いに充てるため、当事業年度に負担

すべき支給見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　コンサルティング事業

コンサルティング事業は、役務の提供を主な事業とし、これらの役務の提供について

は一定の期間にわたり役務の提供が行われることから、一定の期間にわたり収益を認

識しております。

２. 会計上の見積りに関する注記

関係会社株式及び関係会社社債

（1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）

－ 13 －
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個別注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 573千円

①短期金銭債権 576千円

②短期金銭債務 130,000千円

営業取引による取引高

　売上高 79,200千円

営業取引以外の取引による取引高 1,219千円

当事業年度期首の株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末の株式数
（株）

普通株式 317 － － 317

合計 317 － － 317

税務上の繰越欠損金 27,844千円

投資有価証券評価損否認 451,661千円

その他 5,486千円

繰延税金資産小計 484,992千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △27,844千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △457,147千円

評価性引当額小計 △484,992千円

繰延税金資産合計 －千円

（2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社は、将来の事業計画を前提として関係会社株式及び関係会社社債の評価を行ってお

ります。

　当該事業計画は、2025年３月31日において翌期の判断に重要な影響を与える事象が発生

しないことを前提に関係会社株式及び関係会社社債を評価しております。なお、予測でき

ない市場環境の変化等が生じた場合には、見積もりの評価に影響が生じる可能性がありま

す。

３. 貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりです。

４. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

６. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

－ 14 －
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個別注記表

種 類 会社等の名称
資本金又
は出資金
(千円)

事業内容又
は 職 業

議 決 権 等
所 有 割 合
( ％ )

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 内 容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社 ㈱ ス ー プ 10,000
コンサル
ティング
事 業 等

所有
直接 100.0

役務の提供

役員の兼任

資金の借入

コンサルテ
ィ ン グ 料

12,000 － －

－ － 短期借入金 15,000

利息の支払 149 － －

子会社
㈱東京テレビ
ラ ン ド

50,000
通信販売
事 業

所有
直接 100.0

役務の提供

役員の兼任

資金の借入

コンサルテ
ィ ン グ 料 36,000 － －

－ － 短期借入金 75,000

利息の支払 749 － －

子会社
㈱マフィンホ
ールディング

ス
47,500 持株会社

所有
直接 100.0

役務の提供

役員の兼任

資金の借入

コンサルテ

ィ ン グ 料
31,200 － －

－ －
関 係 会 社
社 債

71,062

有価証券利

息 収 入
3,290 そ の 他 533

－ － 短期借入金 30,000

利息の支払 227 － －

子会社
㈱ＪＥマーケ
テ ィ ン グ

30,000
マーケテ
ィング事

業

所有
間接 70.0

役員の兼任

資金の借入

－ － 短期借入金 10,000

利 息 の 支 払 91 － －

７. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2) 子会社及び関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

①㈱スープ、㈱東京テレビランド及び㈱マフィンホールディングスへの役務の提供につい

ては、コンサルティング契約に基づき、業務内容を勘案して決定しております。

②㈱スープ、㈱東京テレビランド、㈱マフィンホールディングス及び㈱ＪＥマーケティン

グからの借入利率については、市場金利を勘案し、双方協議の上決定しております。

③有価証券利息の受取については、グループ内の総合的な資金政策に基づいて決定してお

ります。

(3) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

－ 15 －
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個別注記表

種 類 会社等の名称
資本金又
は出資金
(千円)

事業内容又
は 職 業

議 決 権 等
所 有 割 合
( ％ )

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 内 容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

主要株主
（個人）
及びその
近親者が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社
（当該会
社の子会
社 を 含
む ）

㈱ジャック・
マネジメント

10,000
コンサル
ティング
事 業 等

－ 役務の提供

株式譲渡に
伴うアドバ
イザリー報

酬

25,000 － －

(1) １株当たり純資産額 23円24銭

(2) １株当たり当期純損失（△） △0円15銭

(4) 役員及び個人主要株主等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

株式譲渡に伴うアドバイザリー報酬については独立的第三者取引と同様の一般的な取引条

件で行っております。

８. 収益認識に関する注記

　収益を理解するための基礎となる情報は、「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記　

（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

－ 16 －


